
軽自動車税 固定資産税 市県民税
国民健康
保 険 税

介護保険料
後期高齢者
医療保険料

( 5 月 27 日 )

( 6 月 27 日 )

( 7 月 29 日 )

( 8 月 27 日 )

( 9 月 27 日 )

( 10 月 28 日 )

( 11 月 27 日 )

( 12 月 25 日 )

( 1 月 27 日 )

( 2 月 27 日 )

( 3 月 27 日 )

◆ (　)内の日付は口座振替日です。

この日に振替ができなかった場合は、翌月12日に再振替いたします。

◆

◆ 納期限後一定期間を経過すると、督促手数料や延滞金を徴収することになります。

また、財産差押などの滞納処分を受ける場合もありますので、

税金（保険料）は納期内に納めましょう。

平戸市役所　税務課 　総務徴収班

　　　0950-22-9115（直通）

(土日、祝日となった場合は、翌営業日となります。）

※12月の振替日は12月25日になっていますので、ご注意ください。

軽自動車税は５月初旬、固定資産税は5月中旬に納税通知書を発送します。

その他の税目については、各税目の1期目の中旬に発送します。
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   問い合わせ　平戸市役所税務課　総務徴収班　0950-22-9115（直通）

スマホ決済 クレジットカード決済
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届出に必要なもの

市 県 民 税 （ 普 通 徴 収 ）

軽 自 動 車 税

固 定 資 産 税

国 民 健 康 保 険 税

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

介 護 保 険 料

税目

詳しい納付方法は、右のQRコードからご確認
ください。

通帳、通帳印、納税通知書（納付書）

取扱金融機関
○十八親和銀行 ○九州労働金庫 ○九州信用漁業協同組合連合会

○ながさき西海農業協同組合 ○ゆうちょ銀行

口座振替 が便利です！

●領収証書は発行されません。

●クレジットカード決済は手数料がかかります。

●コンビニや市役所、銀行等の窓口でクレジットカード払いはできません。

市税等の納付は

スマホ納付 がラクチン・便利

市税等の納付は、窓口に行かなくてもスマホ決済（ペイアプリ等）やクレジットカー

ドで納付できます。

納付忘れが心配な方には

口座振替にすると、各期の口座振替日に登録口座から自動的に引き落とされるため、

納付忘れがなく、窓口に行く手間も省け便利です。下記金融機関で手続きできます。

留意事項


